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１．問題の所在：大学と社会とを橋渡しする調整機関 
米国高等教育の構造的特徴の一つとして、多くの州

で個別（特に州立）大学の統治委員会（governing 
board 等、いわゆる大学理事会）とは別に州全体の高

等教育政策を調整する機関（coordinating board 等）

が存在し、各機関の自治の範囲を超える問題（州全体

の高等教育計画の策定、新キャンパスの立地など）に

ついて関係者間の利害を調整してきたことが挙げら

れる（例えばBerdahl（1971）、仙波（1980）、Fulton
（2019）など）（１）。個別大学の理事会とは別に州全体

の調整機関を設置するという階層的な制度設計は、少

なくとも 1990 年代中頃までは、「アカウンタビリティ

の手続きを複雑なものにしているかもしれないが、愚

かな、あるいは不用意な外部の介入から大学を守る手

段になっているともいえる」（Berdahl & McConnell 
1994＝1998: 123）と評価されてきた。 
ただし、高等教育の量的拡大の時代が過ぎ去り、州

財政が厳しくなると、調整機関には様々な期待が寄せ

られるものの、権限や予算に限界がある中で改革を主

導することができず、いくつかの州では改革も試みら

れてきた（例えばMcGuinness（2016）、中世古

（2018a））。 
州調整機関については、日本でもカリフォルニア州

を中心に研究が散見される（江原（2004）、仙波（2004）、
森（2007）、中世古（2024）など）が、政策関係者に

正確な理解が浸透しているのかは心許ない。例えば、

2015 年の「特定研究大学（仮称）制度検討のための

有識者会議」では、「米国大学の事例」として、2011
年に廃止された同州の調整機関（後述の CPEC）を指
すとしか考えられない組織が、「州内の複数の管理委

員会（大学理事会）の取り組み・方針を調整すること

を目的とする」「法人格を持たない州政府機関の一つ」

（文部科学省 2015: 資料 4 6ページ）として、あた

かも存続しているかのように紹介されている。同州の

調整機関は、実は文部科学省（2003）ウェブサイトに

ある、1960 年のカリフォルニア州高等教育マスター

プランの解説でも言及されている。ただしそこでは、

カリフォルニア大学（University of California、以下
UC）やカリフォルニア州立大学（California State 
University、以下 CSU）が、それぞれ州憲法や州法

に基づく自治を有しているため州の教育行政とは切

り離されていることには触れられないまま、1960 年

当時のCPEC の前身機関について「UC、CSU、CCC
［引用者注：California Community College］のそれ

ぞれの政策を調整する、州高等教育調整審議会の設

立」と説明されていた。カリフォルニア州を中心にし

た米国モデル（２）（の日本的理解）を参照した政策議

論では、州調整機関は各大学の自治に一定の制約を課

すために当然存在する仕組みとして、（事実確認レベ

ルも含め）十分な検討を伴わないまま引き合いに出さ

れてきた節がある。 
では、米国の州調整機関は、どのような制度設計に

よって、大学と外部社会をつないでいるのだろうか。

冒頭で引用したような、個別大学と政府と間に調整機

関が介在するという重層的な仕組みをより正確に理

解することは、大学に対する政府によるマイクロマネ

ジメントの弊害に関する指摘が相次いでいる日本の

高等教育（例えば、佐藤（2019）、田中ほか（2024）
など）にも、少なからぬ示唆を与えるのではないだろ

うか。 
 
２．先行研究 
既に引用したように、米国高等教育の州調整機関に

関する研究には一定の蓄積があるが、改めてまとめる

と、やや古い研究では州調整機関について幾分肯定的

な評価を与えるものが多く、比較的近年の研究では混

乱や悲観的な状況を記述するものが多いようである。 
例えば、はやり注目されることが多いカリフォルニ

ア州の調整機関は、同州高等教育の分権的なシステム

を緩やかに統合する仕組みとして描かれ（例えば
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OECD（1990）、Richardson et al.（1999 44-71））、
日本でも整然と機能しているように紹介されること

が多かった（例えば仙波（2004）、森（2007））。しか
し、実際はコミッショナーの任命方法や高等教育機関

側の当事者関与の是非などを巡る政治的駆け引きが

繰り返されており、特に 20世紀の末頃から州政府の
財政難や調整機関としての効率性への疑義が重なる

中で州知事の一存で廃止されている（中世古 2018b）。
その後も長く再建を巡る混乱が続いた後に、後任の州

知事が主導権を握る形で調整機関らしきものが再建

されている（中世古 2024）。 
また、米国の中では例外ではあるが、ミシガン州の

ように法令に基づく調整機関が存在しない場合もあ

る。1990年代にミシガン州等を調査したRichardson 
et al.（1999: 24-43）によると、同州では従前から法
令に基づく州全体の調整機関は存在しないが、高等教

育機関の類型別にボランタリーな連絡組織が存在し、

それらを通してピアレビュー的な調整やロビー活動

が行われていた。インタビュー対象者の中には、市場

力学に依拠するほうが官僚的機構を作るよりもコス

トがかからず効率的である、（州上院予算委員会のキ

ーパーソンの発言として）ミシガン州は大学に効率性

を期待していない（Richardson et al. 1999: 30-31）
などの認識を抱くものもいたとされ、「ミシガン州の

高等教育システムにおいては機関の影響力が優越し

ているため、高等教育機関の利害関心と州民の利害関

心とを一致させるシステムとなっている」

（Richardson et al. 1999: 41）と結論されている。同
州の 4年制大学は州憲法に基づく自治のために司
法・立法・行政と並び立つ「州政府の『第四権』」（the 
“fourth branch” of state government）（Richardson 
et al. 1999: 25）として認識されているという指摘も
あり、伝統的に州政府からの高等教育に対する統制が

希薄な州と考えられるが、こうした各州の特殊性も考

慮されるべきであろう（３）。 
米国全体としては、先にも引用したように、予算や

権限が不十分な中で調整機関が従来のような機能を

発揮できなくなっており、単一の機関が従来の機能を

全て担うのではなく、より分権的な仕組みが望ましい

という指摘もある（McGuinness 2016）。とは言え、
州調整機関は高等教育のガバナンスにおいて個別大

学の理事会とともに引き続き重要な構成要素として

認識されているようである。例えば、諸州の教育政策

担当者の協議会であるEducation Commission of the 
States（ECS）は、中等後教育のガバナンス構造の

50州比較の情報を整備し、「州調整委員会／エージェ
ンシーおよび統治委員会」（statewide coordinating 
boards/agencies and governing boards）について詳
細な情報を提供したり（例えば Pechota et al.（2020）、
Fulton（2019））、先述のMcGuinness（2016）のよ
うな政策提言の発信を行ったりしている。 
ところで、本研究の問題関心に即せば、各州で千差

万別の調整機関の在り方自体が様々な力学で調整さ

れているという見立てが可能で、その場合、調整機関

の制度設計を比較する枠組みが必要となる。しかし、

州調整機関に関して網羅的に整理しようとすると、

Pechota et al.（2020）や Fulton（2019）のように、
根拠となる法令の種類や特定の機能の有無などの

様々な情報を掲載した一覧表形式になりやすい。それ

らも重要な情報ではあるが、州調整機関自体の制度設

計の比較として理解しようにも、細かな情報が多すぎ

て大局的な把握は難しい。 
高等教育における調整機能と言えば、Clarkの「調
整の三角形モデル」（Clark 1983=1994）が有名であ
る。Clarkのモデルは、「国家権威」（State authority）、
「大学寡頭制」（Academic oligarchy）、「市場」
（Market）の 3つの頂点を持つ三角形の内部に、こ
れら 3つ要素の影響力の程度を踏まえて各国の高等
教育システムを配置した分析枠組みである（Clark 
1983=1994: 160-163）。このモデルは、国家権力の一
元的な管理による影響力と、市場の多元的・競争的な

影響力という二項対立的な理解を相対化し、大学（人）

の側からの時として潜在的な影響力を析出するもの

であった。 
周知のとおり同モデルは多くの研究で参照されて

いるが、州調整機関も明確に対象に含めて各州の高等

教育システムを比較検討した研究としては、

Richardson et al.（1999）が挙げられる。ただしこの
研究は、他の先行研究に着想を得て、各州の「州政府」

（State）の役割が「高等教育」と「市場」の（作る
底辺がある、三角形ではなく蒲鉾型の図式の曲線上

で）どちら側に近いかを検討しており、調整機関はそ

の一要素という扱いにとどまる。 
Clarkの「調整の三角形モデル」については、こう
した援用もさることながら、モデル自体の問題の指摘

や修正の提案も少なくない。例えば、本稿と似た視点

から大学理事会について分析した中世古（2022）によ
る先行研究の整理によれば、政府が政策的に疑似市場

を形成するようになったために「国家権威」と「市場」

の頂点が重複するように変化しており、また大学執行
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部をどの頂点に位置付けるべきか判然としない

（Marginson 2016: 37-38）、修正モデルを提案する複
数の先行研究（Marginson and Rhoades（2002）と
Salazar & Leihy（2013））の間で大学の管理者層の位
置づく頂点が異なり一貫していない、などである。 
こうした指摘に基づくならば、大学への管理や統制

に関わる州調整機関のような組織を「国家権威」また

は「大学寡頭制」に相当する頂点にそのまま位置付け

ることは不適切であるし、「市場」に相当する頂点の

扱いを工夫しなければ「国家権威」に相当する頂点と

の違いを表現することが難しいと考えられる。実際に、

中世古（2022）は、先行研究（Kaplin & Lee 2013（位
置No.42324/62820）、 Douglass 2000: 69=2023: 79、 
高木 1998: 120）で州憲法に基づく大学の自治がある
とされている 6州を対象に、「市場」を「州民」（４）に
読み替えて「調整の三角形モデル」を独自に修正した

モデル（図 1）を用い、大学理事会の制度設計を比較
し、理事の任免など様々な要素で大学理事会の相対的

位置づけが綱引きされることを描写した。さらに、中

世古（2024）は、カリフォルニア州の調整機関の変遷
を、コミッショナーの構成員比率などに基づいて中世

古（2022）の分析モデルにあてはめ、高等教育機関関
係者が中心だった調整機関が、様々な改革議論を経て、

州知事主導のアド・ホックな枠組みへと変質していっ

た様子を描写している。 
 
３．本稿の課題：州政府、大学、州民の頂点からなる

三角形を用いた分析 
 
3-1．比較のための図式 
以上のような先行研究の状況からは、特定の外形的

基準に当てはまるか否かによって一覧表的に分類す

るような整理ではなく、Clarkの「調整の三角形モデ
ル」のように、調整機関の位置づけ自体を比較検討す

るような分析の余地が指摘できる。先述のように、「調

整の三角形モデル」を修正のうえ援用した分析は、既

に大学理事会（中世古 2022）やカリフォルニア州の
調整機関の変遷（中世古 2024）に対して適応され、
いくつかの州の大学理事会の制度設計の違いや、同一

州内における調整機関の改革の帰結を描き出してい

る。調整機関の制度設計に関する理解の精度を高める

という本研究の関心に即せば、中世古（2022）と同じ
図 1の枠組みを用いて諸州の調整機関の比較を行う
ことは、十分に妥当と考えられる。 
 

3-2．分析対象 
全米の高等教育州調整機関を分析の遡上に乗せる

ことは、筆者の能力の面からも、紙幅の面からも不可

能である。そこで本稿では、同じ分析モデルを用いた

先行研究と平仄を合わせるため、中世古（2022）が取
り上げた 6州を対象とする。具体的には、州名のアル
ファベット順にカリフォルニア、コロラド、アイダホ、

ミシガン、ミネソタ、オクラホマの 6州である。これ
らは旗艦州立大学が州憲法による強固な自治を有す

る州とされ、本稿はそのような州における調整機関の

比較事例として位置づけられる。 
各州のどの組織を調整機関と見做すかは、Pechota 

et al.（2020）の”1. State Overviews”で調整機関とさ
れている組織かどうかを基準としたが、当該組織の公

式ウェブサイトの記述や法令にも照らして判断した。

また、法令に基づく調整機関が存在しない州について

は、先行研究における扱いも踏まえて近い機能を有す

ると考えられる組織を取り上げた。 
 
3-3．評価基準 
三角形の図式において、各州の調整機関の多様な制

度設計を比較するための基準を定める必要がある。そ

こで、州調整機関に関してどのような制度的特徴があ

れば各頂点に近づくのかを判定するために、以下のよ

うに中世古（2022）と同一の基準に基づき、各州の制
度の相対的な評価を行うこととする。これらの基準の

中には、調整機関だけを対象とする本稿ではあまり該

当しないものもあり得るが、基準自体を恣意的に変更

することは好ましくないと考えられる。そのため、個

 

図 1 理事会の制度的位置づけを比較する三角形 
注）中世古（2022）が、Clark（1983=1994: 160-3）を

改変して作成。 
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別大学の理事会ではなく複数の高等教育機関に関与

する州調整機関を念頭に置いた場合に不自然な表現

のみ修正したうえで、中世古（2022）と同一の基準を

用いる。 
 
A：「州政府」頂点に近づくと考える基準 
①州政府の役職者（知事、議員、教育長など）が調整

機関のコミッショナーに多く含まれる。 
②役職指定以外のコミッショナーについて、知事や議

会が任命するものの比率が高い。 
1 点目は、調整機関の意思決定に、州政府側の役職

者が直接関与する度合いを意味する。2 点目は、州政

府側が調整機関の構成員をコントロールすることで、

調整機関の意思決定に間接的に影響力を及ぼす度合

いを反映しているとみなすことができる。 
 
B：「大学」頂点に近づくと考える基準 
①役職指定以外のコミッショナーの身分保障が強い

（任期が長い／再任が可能／罷免の規定がない）。 
②大学側当事者（例：学長等の大学幹部、現役学生、

卒業生代表）が正式メンバーとしてコミッショナーに

加わる。 
1 点目だが、長い任期や再任は、高等教育情勢に精

通するにつれて任命者の意向よりも大学側の都合を

優先するようになりやすい条件と捉えることができ

る。また、知事や議会がコミッショナーを罷免できな

いことは、州政府側と異なる見解を持つ人物でも調整

機関に居続けられることを意味する。2 点目の大学関

係者の参画の有無も、大学側の都合が調整機関内の議

論に反映されやすくなる程度を左右すると考えられ

る。 
 
C：州民の頂点に近づくと考える基準 
①公選制（コミッショナーを州民が選挙で決める）を

採用している。 
②役職指定者以外の人数が多い。 

1 点目は、その時々の知事や議会の意向や、大学関

係者の意向とは直接関係なく、州民の投票によってコ

ミッショナーが選出されるという意味で、「州政府」

と「大学」の頂点から等しく遠ざかる、つまり、「州

民」の頂点に近づくものと考えられる。2 点目は、調

整機関の規模とも関わるが、多様な立場のステークホ

ルダーを調整機関に取り込める程度を意味しており、

大学の当事者とも、時の権力者とも異なる、社会の代

表としての調整機関の正当性を構成する重要なポイ

ントの一つと言える。 
 
D：三角形の中心に近づくと考える基準 
①知事や議会の任命の前に、選考委員会などが候補者

を検討する。 
②大学のための調整機関が、州教育委員会や性格の異

なる高等教育機関の統治委員会を兼ねる 
これらは、3 つのいずれの頂点に対しても、近づけ

ようとする力学と遠ざけようとする力学の両方が働

く可能性がある要素と考えられる。1 点目のコミッシ

ョナー候補者の選考委員会には、議会の役職者、高等

教育機関の役職者、卒業生代表など、様々な立場の関

係者が含まれる可能性がある。そのため、選考委員会

では、州政府と大学の双方の意向を反映しつつも、ど

の立場にも偏りすぎることがないような選考が行わ

れるはずであり、3 つの頂点の間でバランスを取る力

学が働くものと考えられる。2 点目の、調整機関が大

学以外の高等（中等後）教育機関や初中等教育に対す

る役割をも担う場合、意思決定において対象とする大

学以外の都合も大いに考慮せねばならなくなる。また、

それは必ずしもその時々の知事や議会の意向と同じ

とは限らず、「州政府」の頂点からも、離れる力学が

生じるはずである。さらに、守備範囲の広い専門機関

として、（少なくとも対象とする大学の管理運営に関

しては）一般の州民からも距離を置いた独自の立場を

とる可能性も考えられる。 
 
以上の基準は、主として調整機関のコミッショナー

の任免に関する外形的な制度設計に基づくものであ

り、実際にはこれらの観点だけでは十分に説明できな

い状況も生じることが想定される。だが、そうした複

雑な実態を考察する前提として、これらの外形的な同

異を評価する作業は必要である。 
次節からは、以上の図式と基準に基づき、各州の調

整機関を比較検討していく。用いる資料は主に各州の

調整機関等の公式ウェブサイト上での説明であるが、

詳細を確認する必要がある場合は各州の法令等も参

照する。外形的な観点から各州の概況を予め示してお

くと表 1 のようになる。 
 
４．各州の調整機関の比較 
 
4.1 カリフォルニア州 
先述の通り、カリフォルニア州では 2011 年に

California Postsecondary Education Commission
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ン」の最新版（６）を策定して全州的な調整を実現しよ

うとしているとはいえ、現知事の意向に強く依存した

安定的とは言えない枠組みが、他州における調整機関

と同列に扱えるものかは疑問が残る。他州との比較の

中では、同州はあくまで参考として提示するにとどめ

たい。 
 
4.2 コロラド州 
コロラド州の調整機関は、Colorado Commission 

on Higher Education である。「コロラド州の中等後

教育の機会を最大化する」こと等を目的とする州法の

Title 23, Article 1 によると、同コミッションは、上院

の承認を条件に知事が指名する 11 人からなる。その

任期は 4 年間で、再任は 1回まで（最長で 2期 8 年）

可能である。設立時に 11 人中 5 人の任期を 2 年とす

ることで、一度に全員を入れ替得ることができなくな

っている。さらに、任命に際しては、高等教育機関等

を離職後 1 年以上が経過していること、同一政党の党

員が過半数を占めてはならないこと、地域のバランス

（各連邦議会選挙区から一人等）にも配慮しなくては

ならない。また、相応の理由がないのに連続で 3回以
上常会を欠席（misses more than two consecutive 
regular commission meetings）した場合は、任期を

終了させられる（State of Colorado 2024a）。 
なお、Colorado Department of Higher Education

（７）の作成した年次報告書によると「Colorado 
Department of Higher Education は、自らの権限の

下で、また Colorado Commission on Higher 
Education を通じて、31 の公立高等教育機関（コミ

ュニティ・カレッジ、独立した地方区のカレッジおよ

び地方のテクニカル・カレッジを含む）の政策を監督、

調整し、さらに私立のカレッジ、大学、職業学校の認

可および規制も行っている」（Colorado Department 
of Higher Education 2022: 5）とある。つまり、初中

等教育などは含まないが、州立の 4 年制大学以外も含

む幅広い高等教育機関を管轄していると判断できる。 
ちなみに、コロラド州の旗艦州立大学の理事会の場

合、知事と議会が任命する調整機関のコミッショナー

とは対照的に、全理事を選挙によって選ぶ公選制にな

っているが、それでも７つの選挙区から最低１人ずつ

選出されるように定められており（中世古 2022）、地
域性への配慮と言う点は共通している。 
州調整機関のコミッショナーに関しては、解任に関

する規定もあるが、その基準は客観的で、時の権力者

による恣意的な罷免を可能とするような規定とは考

えにくい。直接の利害関係者をコミッショナーとしな

いように、知事や議会が人選する制度になっているが、

その時々の政局による影響を抑えるような様々な工

夫を施した制度設計と言える。 
 
4.3 アイダホ州 
アイダホ州の調整機関は、州教育委員会（Idaho 

State Board of Education である。州憲法（Article IX, 
Section 2.）によると、州教育長を職権上の委員とす

る州教育委員会は、州立教育機関および公立学校制度

の全般的な監督権限を与えられている（Idaho State 
Legislature 2024a）。州法（Title 33, Chapter 1）に

よると、州教育委員会は州教育長と、次の会期に上院

が承認することを条件に知事が任期 5 年で指名する 7
人の、合計 8 人で構成される。委員は全員、3 年以上

後述の所定の地区に居住する米国人でなければなら

ない。知事の指名は、公衆に奉仕する能力や教育資格

だけに基づかなければならず、職業、政党または宗教

とは無関係でなければならないとされる。さらに、指

名される 7 人は、州内の 7地区（各地区は複数の州議

会選挙区から構成される）から 1 名ずつが任命される。

また、州知事は「目に余る不道徳行為、職務上の不正、

不適格性」を理由として委員を罷免し、後任を指名す

ることができる（Idaho State Legislature 2024b）。
各委員の任期を明確にずらすための規定は確認でき

なかったが、現在の委員の任期は 2024 年から 2029
年（いずれも 6月 30 日）まで分散されており、実際

の運用では委員の交代は年に 1～2 人に抑えられてい

る（Idaho State Board of Education 2024）。 
表１で示したように、同州は 6 州の中で最も高等教

育機関在籍者数が少なく（公立・私立を合わせて 12.5
万人）、機関数も少ない（同じく 13校）。また、中世

古（2022）でも取り上げられたように、州法（Title 33, 
Chapter 1, 33-101）によると、アイダホ州の州教育

委員会は、機関州立大学の理事会（board of regents of 
the University of Idaho）も兼ねている。同州のよう

に、管理運営する教育システムが小規模な場合は、別

途高等教育機関のみを管轄する統治委員会や調整機

関を設置する必要性が小さくても不思議はない。小規

模な州における、ミニマムな制度設計の一例と言える

だろう。 
 
4.4 ミシガン州 
先行研究の部分で取り上げたように、ミシガン州に

は法令に基づいた調整機関は存在せず、個別機関の自
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治を超えた問題は高等教育機関によるボランタリー

な組織によって調整されていたが、現在でもその大枠

は変わっていない。ボランタリーな調整を行う組織に

は、コミュニティ・カレッジをメンバーとする

Michigan Community College Association（2024）、
非営利の私立大学をメンバーとする Michigan 
Independent Colleges & Universities（2024）も存在

するが、先行研究（中世古 2022）と類似した分析枠

組みにするため、本稿では 4 年制の州立大学をメンバ

ーとするMichigan Association of State Universities
（以下、MASU）について取り上げる。 

MASU は、15 の公立大学のため調整機関（the 
coordinating board for 15 public universities）で、

「これらの機関が公益とミシガン州に貢献する際に

提供する総合的な価値を最大化するために、政策の提

言と策定を行っている」組織である（Michigan 
Association of State University 2024a）。同州では、

1940 年代後半から州立大学の学長らが非公式な会合

を開いていたが、1952 年には Michigan Council of 
State College Presidents が設立され、現在の MASU
はこのカウンシルが 2015 年に改称されたものである

（Michigan Association of State University 2024a）。
MASU の詳細な内規等は入手できなかったが、15 名

の役員（Board of Directors）は全員が加盟校の学長

相当（President または Chancellor）であるため

（Michigan Association of State University 2024b）、
加盟校のトップが自動的に役員に就任するものと考

えられる。 
先行研究（Richardson et al. 1999: 24-43）が描い

た通り、外形的には州政府からの独立性が極めて強い

調整の枠組みと言える。ただし、MASU はあくまで

当事者による自主的な組織であり、やはり他州の調整

機関と同列に扱うことはあまり適切ではないと考え

られるため、あくまで参考という扱いにとどめたい。 
 
4.5 ミネソタ州 
ミネソタ州の調整機関は Minnesota Office of 

Higher Education である。ただしこれは、奨学金プ

ログラムの運営や各種の情報提供を主な業務とする、

知事直轄のエージェンシー（a cabinet-level state 
agency）であるとされる（Minnesota Office of Higher 
Education 2024a）。州法（135A.01）によると、1 名

のコミッショナー（単数形の a commissioner）が、

上院の助言と承認を条件に知事によって任命される

が、任期に関する定めは特にない（Minnesota Office 

of the Revisor of Statutes 2024）。実際には、知事就

任時に都度指名されるようで、現在のコミッショナー

は先住民教育に関する経歴のある人物が 2022 年に現

知事（再当選で 2期目）に再度の指名を受けて 2期目

を務めているとされる（Minnesota Office of Higher 
Education 2024b）。 
実は、同州は調整機関を何度も改変してきた州であ

る。1965 年の Minnesota Liaison and Facilities 
Commission for Higher Education の設置以降、1967
年には Minnesota Higher Education Coordinating 
Commission へと名称変更、1975 年に Higher 
Education Coordinating Board へと改組、1995 年に

Higher Education Service Officeへの置き換え、2005
年には現在の Minnesota Office of Higher Education
への名称変更が行われた（Minnesota Legislative 
Reference Library 2024a）。ちなみに、1995 年から

2005 年までは、Higher Education Service Office の

事務局長の任命や知事や議会への勧告を行うために、

市民 8 人と現役学生 1 人から構成された Higher 
Education Services Council が、州法に基づき存在し

た（Minnesota Legislative Reference Library 
2024a）。また、この Service Council に助言するため

の機関として、公私立の高等教育機関の役員層

（senior vice-president、chancellor、associate 
vice-chancellor 等）を構成員とする Higher 
Education Advisory Council が、やはり州法に基づき

存在した（Minnesota Legislative Reference Library 
2024b）。つまり、同州の調整機関は時間と共に行政

機関（Office）化してきたわけだが、そうした中でも

一応存在した一般市民や高等教育機関の当事者らも

公式にかかわる仕組みも、20 年ほど前に廃止された

ことになる。 
ミネソタ州は、紆余曲折を経て調整機関を知事直轄

部局化した州と言えるが、その名称が示すように、現

在では実務を処理する組織という趣が強い。実際、州

法が規定する業務内容を見ても、州および連邦の奨学

金プログラムの運営、州間協定の批准に関する決定、

高等教育に関する各種データの報告など（Minnesota 
Office of the Revisor of Statutes 2024）であり、学位

プログラムの許認可や予算編成など、各大学の自治に

抵触するようなものは特に見当たらない。先述のよう

に、同州は旗艦州立大学が憲法上の自治を持つ州であ

り、知事部局化したところで調整機関が強い統制を行

うことはできないようである。 
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を扱おうとしているため、該当していると考えられる。

以上のように評価が難しいポイントが複数あるが、

「州政府」の頂点にかなり近いことは間違いない。ま

た、一応当事者が含まれることから僅かに「大学」側

に、また管轄の広さから三角形の中心に少し寄った場

所に位置づくと考えられる。 
コロラド州は、A①州政府役職者がそのままコミッ
ショナーになるわけではないが、A②州政府任用率は
100％となる。任期は最長 2期 8年と短くはなく、罷
免に関する規定はあるが、恣意的な運用には歯止めが

かかる内容になっているため、B①身分保障は中程度
（8）と考えられる。B②大学側当事者の参加はない。C
①の公選制は非該当である。C②役職指定以外の人数
は、11人全員が該当し、比率で言うと 100％となる。
D①選考委員会は非該当、D②の広い管轄は、私立カ
レッジや職業学校も管轄しているという意味である

程度当てはまる。したがってコロラド州は、「州政府」

「大学」「州民」そして中心に近づく要素をそれぞれ

一部ずつ有するため、三角形の中心近くに位置付けら

れるだろう。 
アイダホ州は、A①州政府役職者は 1人（州教育長）
で、そのほかのコミッショナーは全員が政治任用なの

で A②州政府任用率は 87.5％（7/8）となる。B①身
分保障は、任期が 1期 5年と他州と比べ長くはなく、
罷免に関する規定がコロラド州のような客観的な基

準に基づかず、任命権者の意向が反映される余地があ

るものであるため、身分保障としては弱いと考えられ

る。B②大学側当事者は、その参加を明確に禁止する
規定はないが、規程上最も明白な選考基準はコミッシ

ョナーの選出地域のバランスであり、大学当事者の参

加が自動的には保証されないため、ここでは 0人と判
断する。C①公選制は非該当で、C②役職指定以外の
人数は 7人（87.5％）となる。D①選考委員会は該当
せず、D②広い管轄は、州教育委員会であることから
完全に該当する。「大学」に近づく要素が少なく、「州

政府」「州民」そして中心に近づく要素を一定程度持

つため、中心寄りだがやや「大学」から離れた位置に

プロットできる。 
ミシガン州のMASUもあくまで参考ではあるが、
公立 4年制大学の自主的な組織であるため、A①州政
府役職者は 0人で、A②州政府任用率も 0％である。
メンバー校の学長等が自動的に就任するため、B①身
分保障は、知事や議会からの独立性という意味では比

較的強く、②大学側当事者の参加は 15人全員が該当
する。C①公選制は該当せず、C②役職指定以外で参

加する一般の州民も 0人である。D①選考委員会は学
長等が自動的に就任するため該当せず、D②広い管轄
も該当しない。以上のことから、「大学」の頂点の極

めて近くに配置できる。 
ミネソタ州は、知事直轄の行政組織の責任者として

コミッショナー1名が知事に直接指名されるため、他
州とは調整機関の意味合いが幾分異なることに留意

すべきではあるが、A①州政府役職者が 1人で、A②
州政府任用率は 100％と整理できる。知事の一存で任
免を行うことが可能な規定であるため、B①身分保障
は弱いと考えられる。B②大学側当事者の参加もない。
C①公選制は非該当で、C②役職指定以外の人数も 0
人である。D①選考委員会は、前進組織では該当した
が、現在はない。D②広い管轄は、公立 4年制大学以
外の高等教育機関も管轄するという意味では部分的

に該当する。「州政府」の頂点に近いが、わずかに中

心寄りに位置づくと考えられる。 
オクラホマ州は、A①州政府役職者が 0人だが、A
②州政府任用率が 100％となる。9年（再任可）とい
う任期と恣意的な運用を防止するような罷免に関す

る規定のため、B①身分保障は中程度と考えられる。
B②大学側当事者は、確実にコミッショナーになる人
数としては 0人である。C①公選制は非該当で、D②
広い管轄は、公立の様々なタイプの大学やコミュニテ

ィ・カレッジを管轄しているという意味で一部該当す

るが、私学も含むコロラド州よりもやや狭いと思われ

る。以上のように各頂点や中心に近づく要素を一部ず

つ有することから三角形の中心近くに位置付けられ

 
図 2 調整機関の制度的位置づけを比較する三角形 
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るだろう。 
以上の考察に基づき、各州を三角形の内部に配置す

ると図 2のようになる。他州の調整機関と同列に扱え
ないカリフォルニア州とミシガン州は、州名を括弧で

示している。また、いずれも三角形のほぼ中央に位置

するコロラド州とオクラホマ州は、実際にはほぼ同じ

場所に位置するが、表記上は少しずらしてある。 
これまでの議論から以下の 3点が指摘できるだろ
う。まず、三角形の中心近くにコロラド州、オクラホ

マ州、その少し右上にアイダホ州が位置づくが、既に

みたように、コミッショナーの任免に関する具体的な

方法に類似点が多い。これらの州では、調整機関のコ

ミッショナーとして州政府関係者や大学関係者がそ

のまま就任することはあまりないが、行政トップ（知

事）の一存だけで任命が可能なわけではなく、議会の

承認も必要とされる。ある程度長い任期と、各メンバ

ーの就任時期をずらす規定や実際の運用のため、その

時々の政局に影響を受けて交代するコミッショナー

の人数は抑制されている。地域的代表性などへの配慮

も、恣意的な任用への一定の歯止めとなるだろう。こ

うした特徴は、Ｄ①選考委員会のようにコミッショナ

ーの中立性・多様性を促すものとも考えられる。さら

に、罷免のハードルを上げるような規定もあるなら、

コミッショナーの任命権者からの独立性はより高ま

る。これらの州の方式は非当事者が中心となるレイマ

ン・コントロールの一種と言えるが、「大学」からだ

けでなく、任命権を持つ「州政府」からも距離をとる

ような様々な仕組みが備わっていると言える。 
次に、カリフォルニア州やミネソタ州のように、

様々な経緯で「州政府」の近くに位置づいた州では、

「州政府」と言っても議会ではなく知事が主導権を握

る形になっている。改革続きのこれら 2州との対比で
言えば、先ほどの 3州のように近年大きな改革がなか
った州は、伝統的な制度設計を維持しているとも言え

るだろう。 
最後に、ミシガン州はそもそも例外扱いされるよう

な州だったが、ここまで大学側が優位となる枠組みは

6州の中でさえ幾分極端なケースのようにも見える。
ただしこれは、公式の調整機関がないからこそ自主的

な調整が促進され、結果として大学優位の側面が強調

されているだけとも言える。いずれにせよ、それが従

前から変わらぬミシガン州の伝統的な制度設計だと

すれば、公権力が積極的に関与しない大学優位の高等

教育システムも十分成立し得ると言える。これは特筆

に値する事実である。 

 
 
５．まとめ：参照枠としての米国モデル 
 
全州的な高等教育の調整機関は、米国の諸州で広く

見られる制度と言われてはきたが、以上に示したよう

に、その具体的な制度設計は多様であり、大学と社会

とを橋渡しする方法は一つではない。法令に基づいた

調整機関がない（が高等教育関係者のボランタリーな

組織はある）州、知事直属の行政機関に変質した州、

州全体の教育委員会と一体の州など、実に様々である。

一応調整機関が明示的に設置されている場合でも、コ

ミッショナーの任免等に関する仕組みだけを見ても、

大学と政府を橋渡しする組織の制度設計の相違が見

て取れる。 
McGuiness（1994=1998: 180）によれば、大学理
事会や州調整機関のような高等教育関連の「委員会」

の能力を決定する要因として、「委員会委員の威信と

信頼」「個人の利益の集合体ではなく、一体となった

政策決定機関としての委員会の態度」「委員会および

そのスタッフの客観性、公正・妥当な判断、および建

設的問題解決といった点での評判」などが重要である

とされる。本稿でも見てきたように、知事による指名

や議会による承認が必要とされる場合が多いなど、基

本的には当該州政府の最高レベルがその任命に関与

することで、州調整機関の威信、信頼、正当性などが

担保されていると考えられる。しかし複数の州の制度

は、単に学外者を多数派にするなどして当事者の過度

な影響力行使を防止するといった仕組みだけでなく、

知事や議会からの一定の独立性を担保するような仕

組みも、州法や、州によっては州憲法に基づき備えら

れていた。ただし、この点は比較的近年の改革により

知事主導型に移行した州（カリフォルニア州、ミネソ

タ州）や、そもそも公式の調整機関がない州（ミシガ

ン州）ではその限りではない。 
このように州調整機関の制度設計を見比べると、大

学と政府の関係を検討するための様々な論点が示唆

される。米国高等教育を自国の大学改革議論のモデル

とする前に、むしろ目下の大学改革を相対視する参照

枠組みとして、その構造のより正確な理解を援用する

ことが可能となるだろう。 
例えば、国立大学法人法の一部改正により理事の員

数が 7人以上の特定国立大学に運営方針会議が設置
されることになったが、このような改革の前提や限界

を吟味するために米国の調整機関の制度設計を参照
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できるかもしれない。究極的には文部科学大臣が任

命・解任の権限を持つ学外者を含む会議体が（既にあ

る学長及び理事から構成される役員会とは別に）個別

大学に設置されるわけだが、そこでは、各大学の学内

関係者の裁量に制限を加えながら（政府がお墨付きを

与えた人物が代表するところの）外部社会の要求を反

映させる仕組みを導入することで、大学がよりよく社

会に奉仕するようになるという前提が置かれている

と考えられる。仮に、それによって個別大学が社会的

な使命（9）に一層注力できるようになったとしても、

それはあくまで個々の大学の管理、運営、経営につい

てであり、大学セクター、或いは高等教育セクターが

全体としてよりよく社会に奉仕することを促すとは

限らない。政府による分割統治が強化される中で、各

大学が限られたパイの奪い合に駆り立てられて疲弊

する虞さえある。 
また、個別大学レベルを超えた高等教育政策の調整

枠組みをどう構想するのかという問題でも参照でき

る。日本において法的位置づけも一定の権威もある調

整機関と言えば、中央教育審議会（高等教育に限定す

るなら大学分科会）が該当しそうである。しかし、中

央教育審議会令（文部科学省 2023）によれば、委員
等は文部科学大臣が任期 2年で任命すると定められ
ているが、一度に交代する委員の人数を抑えるために

任期を意図的にずらすこと、地域的代表性や政党との

関係性等を考慮すること、任命権者の意向に反しても

罷免されないこと等を目的とした規定は特に見当た

らない。現在の中教審（特に分科会）は設定された政

策課題についてその都度専門家を集めるのに適した

仕組みと理解することもできるが、本稿の分析モデル

に即して評価すれば、おそらくその時々の為政者の影

響を即座に受けやすい（それを積極的に防止する仕組

みが少なくとも公式には特段無い）という意味で、政

府の頂点寄りに配置されることになるだろう。現行制

度は、非当事者の委員を参加させて大学当事者の過度

な影響力を抑えるという意味ではレイマン・コントロ

ールの要素を含むように見えるが、実は一般の国民

（図 1の「州民」の頂点）からも距離のある、容易に
政治化するリスクを多分に孕んだものなのかもしれ

ない。 
以上のように、単純化して紹介されがちだった米国

高等教育の州調整機関について、Clarkの「調整の三
角形」を援用した独自の分析枠組みに基づき、国家・

政府と大学との単純な二項対立では回収しきれない

制度設計の論点を描き出したことが、本稿の学術的貢

献である。 
最後に本稿の課題を述べる。今回分析に使用したモ

デルでは、州政府の頂点に知事と議会が両方とも含ま

れている。州政府内のどのアクターに注目するかで何

らかの違いを看取できるかもしれないが、その違いを

十分に表現できるモデルではない。また、コミッショ

ナーの任免に関する制度設計の違いが、実際の調整機

関の機能や当該州の大学や高等教育のパフォーマン

スと関連するのかは、別途検討を要する。詳細に検討

すれば制度設計の同異では説明が難しい州間の違い

が生じている可能性があるが、同一の州においてさえ、

具体的な政策課題、時期、成果と見做す指標などが異

なれば、制度設計と実態の関連は異なるかもしれない。

それらを検討する前提として本稿が試みたような制

度設計の違いを総合的に評価する作業の意義は改め

て指摘しておくが、やはり、さらに焦点を絞った比較

検討も重要である。 
 
謝辞 
本研究は、JSPS科研費 19K14261の助成を受けたも
のである。 
 
＜注＞ 
（1）本稿では特段断りのない限り、大学とは主に州
立（公立）大学を意味する。引用する文献の表記や前

後の文脈により、「州立」ではなく「公立」と表記す

る場合もあるが、両者を区別する意図はない。 
また、Fulton（2019）の整理によると、州によって
相違もあるが、州調整機関と大学理事会の責務

（responsibilities）について、概ね次のような共通点
と相違点があるとされる。 
＜両者に共通する責務＞ 
・州の政策および教育リーダーに助言し、または提案

を提供する。 
・州際協定および相互承認協定（例：SARA（オンラ
イン教育の州際協定）、授業料協定）の承認または監

督を行う。 
・各教育機関の使命を承認する。 
・学術政策、プログラム、イニシアチブ（例：入学、

単位移行）を策定し、または運営する。 
・州またはシステム全体の基本計画/戦略計画を策定す
る。 
・アカウンタビリティ（説明責任）またはパフォーマ

ンス指標を策定し、または監督する。 
・州全体またはシステム全体の政策計画に従事する。 
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・教育機関の設立、統合、または閉鎖を提案または承

認する。 
・既存の学術プログラムを審査する。 
・施設・資本建設計画を審査または承認する。 
＜州調整機関の責務＞ 
・学生向けの財政支援や貸付を管理する（注：主に関

連機関が担う責務）。 
・特定の教育機関の認可または承認を行う。 
・州、システム、または教育機関向けに情報およびデ

ータサービスを提供する。 
＜大学理事会の責務＞ 
・債券の承認または管理を行う。 
・学長の採用および/または報酬を承認する。 
・学位および資格の承認または授与を行う。 
・システムまたは教育機関の効率性を確保する。 
・システムまたは教育機関を統治する。 
・システムまたは教育機関の有効性を監視または評価

する。 
・教育機関を推進し、またはその利益を擁護する。 
・教員および職員に関する方針を策定する。 
（2）カリフォルニア州に米国の高等教育を代表させ
るような見方は、必ずしも日本に限ったものではない。

あるイギリス人の研究者も「カリフォルニアはアメリ

カ高等教育の最高到達点である」（Marginson 2016: 
xi）等として、同州の重要性を強調している。 
（3）なお、近年の文献でも、「ミシガン州は州全体の
中等後教育の委員会あるいはエージェンシー、または

主要な州全体の委員会も有しておらず、いずれのガバ

ナンスモデルにも該当しない」（Fulton 2019: 2）とし
て、例外扱いされている。 
（4）「市場」の頂点を「州民」に読み替えるという修
正により、「州政府」と「大学」の単純な二項対立で

は収まらない要素を描きやすくなる。この修正の詳細

な検討についは、先行研究で指摘されてきた問題点等

も含めて中世古（2022）を参照されたい。以下にその
説明の一部を引用するが、大学理事会を州調整機関に

適宜読み替えれば、本稿の問題設定とよく適合する。 
 
「州政府」の頂点とも、「大学」の頂点とも重ならな

い第 3者的な客観性を帯びた州民（を主要メンバーと
する大学理事会の在り方）を、そうした第 3者的な要
素を正当性の根拠として表面上は保持させたまま自

陣営に引き込むことを巡る葛藤状態であると捉えれ

ば、二項対立ではない図式を想定することができる。

［中略：引用者］例えば、「州政府」側から見た場合、

州民一般の利益を主張して州立大学理事会の在り方

を州民寄りに調整することで、理事会を（露骨に政治

的影響のもとに置いて第三者的な正当性を犠牲にす

ることなく）「大学」側から相対的に遠ざける（現場

寄りの主張を退ける）ことができる。反対に、「大学」

側から見た場合も、理事会が州民寄りに近いことは、

「州政府」側の直接的な影響を抑えられる（時の権力

者の要求をそのまま実行することを免れる可能性が

高まる）ことを意味する。（中世古 2022: 11-12） 
 
（5）知事カウンシルの来歴に関しては State of 
California（2024a）が、CPECをはじめとした前身
組織等との同異は中世古（2024: 149-154）が詳しい。 
（6）1960年のオリジナルの「マスタープラン」（The 
Master Plan Survey Team 1960）はあくまで高等教
育のための計画であった。しかし、今般の「マスター

プラン」が「キャリア教育のための」と銘打っている

ことにも示されているが、実際にはカリフォルニア州

の「マスタープラン」は徐々に高等教育の範疇を超え

た問題にも対応を求めるものへと変化してきた（中世

古 2024）。 
（7）コロラド州には高等教育部（Department of 
Higher Education）も存在するが、これはコミッショ
ンとの役割の違いを明確にするために 2008年に別途
設置された組織である（State of Colorado 2024b）。 
（8）本稿の分析対象の 6州の中では、調整機関のコ
ミッショナーの身分保障が比較的強いと考えられる

コロラド州やオクラホマ州も、評価は中程度となる。

何故なら、身分保障が強いと評価されるのは、10年
を超えるような長い任期や、罷免の権限が誰にもない

ような場合を想定しているからである。例えば、カリ

フォルニア大学の理事がそうであるが、身分保障の強

さを巡る州政府との確執は中世古（2018c）や中世古
（2019）を、他州との比較は中世古（2022）を参照
されたい。 
（9）大学が果たすべきとされる社会的使命を誰が定
義するのかも大きな問題だが、本稿の守備範囲を逸脱

するため、これ以上は踏み込まない。 
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